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 北九州市副市長事務分担規則及び北九州市長代理順序規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

令和５年２月２８日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第２号 

北九州市副市長事務分担規則及び北九州市長代理順序規則の一部 

を改正する規則 

 （北九州市副市長事務分担規則の一部改正） 

第１条 北九州市副市長事務分担規則（昭和４２年北九州市規則第３０号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条梅本和秀副市長の項を削り、同条稲原 浩副市長の項第１号中「危

機管理室」の次に「、デジタル市役所推進室」を、「広報室」の次に「、企

画調整局、総務局」を、「財政局」の次に「、市民文化スポーツ局」を加え 

、「、消防局及び交通局」を「及び消防局」に改め、同項第２号を削り、同

条西田幸生副市長の項第１号中「技術監理局」の次に「、環境局、産業経済

局」を加え、「及び上下水道局」を「、上下水道局、交通局及び公営競技局 

」に改め、同項第２号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加え 

る。 

（２） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２の規

定に基づき、他の執行機関の職員に補助執行させている職務 

  第３条第１項中「３副市長」を「両副市長」に改める。 

 （北九州市長代理順序規則の一部改正） 

第２条 北九州市長代理順序規則（昭和４２年北九州市規則第３１号）の一部

を次のように改正する。

  第１条中「梅 本 和 秀」を「稲 原   浩」に、「稲 原   浩

」を「西 田 幸 生」に改め、「第三順位  副市長  西 田 幸 生

」を削る。

   付 則 

 この規則は、令和５年３月１日から施行する。 
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北九州市告示第５０号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  令和５年３月３日

北九州市長 武 内 和 久 

訪問看護（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

ナースケア北九州 

北九州市戸畑区境川二丁目１４番

３１号 

令和５年３

月１日 
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北九州市告示第５１号 

 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３７条の７第２項の規定により公募

占用計画の変更の認定をしたので、同条第３項において準用する同法第３７条

の６第２項の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年３月３日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 変更の認定をした日 

  令和５年３月１日 

２ 認定の有効期間 

  平成２９年３月３日から令和２９年３月２日まで 

３ 指定した港湾区域内水域等の区域 

  次の各地点のうち①－１の地点から①－５の地点までを順次に結んだ線及 

び①－１の地点と①－５の地点を結んだ線により囲まれた区域、②－１の地

点から②－１６の地点までを順次に結んだ線及び②－１の地点と②－１６の

地点を結んだ線により囲まれた区域、③－１の地点から③－６の地点までを

順次に結んだ線及び③－１の地点と③－６を結んだ線により囲まれた区域（

藍島漁港区域（寄の浦西側突堤基部を中心として半径２，０００メートルの

範囲）及び白洲灯台周辺の岩礁から離隔距離３００メートルの範囲を除く。

）並びに④－１の地点から④－４の地点までを順次に結んだ線及び④－１の

地点と④－４の地点を結んだ線により囲まれた区域（別図のとおり） 

  ①－１の地点 北緯３３度５９分４５秒東経１３０度４１分５４秒 

  ①－２の地点 北緯３３度５８分１５秒東経１３０度４１分５７秒 

  ①－３の地点 北緯３３度５８分１２秒東経１３０度４５分５２秒 

  ①－４の地点 北緯３３度５８分３３秒東経１３０度４５分５０秒 

  ①－５の地点 北緯３３度５９分４５秒東経１３０度４４分０３秒 

  ②－１の地点 北緯３３度５７分１５秒東経１３０度４２分００秒 

  ②－２の地点 北緯３３度５６分３５秒東経１３０度４２分０１秒 

  ②－３の地点 北緯３３度５６分３６秒東経１３０度４３分４４秒 

  ②－４の地点 北緯３３度５６分３２秒東経１３０度４３分５６秒 

  ②－５の地点 北緯３３度５６分３２秒東経１３０度４４分５９秒 

  ②－６の地点 北緯３３度５６分５２秒東経１３０度４４分５９秒 

  ②－７の地点 北緯３３度５６分５５秒東経１３０度４５分２０秒 

  ②－８の地点 北緯３３度５６分５９秒東経１３０度４５分２０秒 

  ②－９の地点 北緯３３度５７分０３秒東経１３０度４５分２６秒 

  ②－１０の地点 北緯３３度５７分１４秒東経１３０度４５分２６秒 
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  ②－１１の地点 北緯３３度５７分２４秒東経１３０度４５分４８秒 

  ②－１２の地点 北緯３３度５７分２３秒東経１３０度４４分４９秒 

  ②－１３の地点 北緯３３度５７分１７秒東経１３０度４４分４９秒 

  ②－１４の地点 北緯３３度５７分１７秒東経１３０度４４分３９秒 

  ②－１５の地点 北緯３３度５７分２３秒東経１３０度４４分３９秒 

  ②－１６の地点 北緯３３度５７分２１秒東経１３０度４３分１７秒 

  ③－１の地点 北緯３４度００分１６秒東経１３０度４６分３１秒 

  ③－２の地点 北緯３３度５８分４２秒東経１３０度４６分３８秒 

  ③－３の地点 北緯３３度５８分１０秒東経１３０度４８分２９秒 

  ③－４の地点 北緯３３度５８分０９秒東経１３０度４９分１９秒 

  ③－５の地点 北緯３３度５８分４９秒東経１３０度４８分２３秒 

  ③－６の地点 北緯３３度５９分３４秒東経１３０度４７分２４秒 

  ④－１の地点 北緯３３度５７分２５秒東経１３０度４６分４３秒 

  ④－２の地点 北緯３３度５７分１９秒東経１３０度４７分１０秒 

  ④－３の地点 北緯３３度５７分１９秒東経１３０度４９分０２秒 

  ④－４の地点 北緯３３度５７分２６秒東経１３０度４９分１９秒 

４ 占用の期間 

  令和５年５月１日から令和２９年３月２日まで 

５ 変更の内容 

  事業計画の見直しに係る風車の配置計画、施工計画等の変更 
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別   図
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北九州市公告第１４５号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和５年３月３日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  白灯油（３月分） ２６キロリットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年２月１６日 

４ 落札者の名称及び住所 

  ニチユ産業株式会社 

  北九州市若松区藤ノ木二丁目６番３６号 

５ 落札金額 

  １キロリットル当たりの金額８万２９０円に当該金額の１００分の１ 

０に相当する金額を加算した金額 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和５年１月２０日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第１４６号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和５年３月３日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  軽油（軽油引取税免税・３月分） ３万１，９００リットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年２月１６日 

４ 落札者の名称及び住所 

  日吉化学工業株式会社 

  北九州市若松区藤ノ木三丁目２番３９号 

５ 落札金額 

  １リットル当たりの金額１４３．９円に当該金額の１００分の１０に相当 

する金額を加算した金額 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和５年１月２０日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第１４７号 

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により次のとおり公告する。 

  令和５年３月３日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 委託内容 

 （１） 業務名 令和５年度北九州市デジラボヘルプデスク運用業務 

 （２） 業務の内容等 入札仕様書で定めるとおり

 （３） 履行期間 令和５年４月１日から同年６月３０日まで

 （４） 履行場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

          北九州市デジタル市役所推進室デジタル市役所推進課

 （５） 入札方法 

ア  総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に 

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係 

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。 

イ 郵送による入札を認める。 

ウ  開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再 

度入札を行う。 

エ  入札執行回数は、２回を限度とする。 

オ  代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書 

には代理人の記名押印が必要である。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

  。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 
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（１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       北九州市デジタル市役所推進室デジタル市役所推進課 

  イ 期間 この公告の日から令和５年３月１４日まで（日曜日及び土曜日 

を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５ 

時まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 この公告の日から電子メールにより無償 

  で交付する。交付を希望する場合は、前号イの期間に北九州市デジタル市

  役所推進室デジタル市役所推進課に連絡すること。 

（３）  入札説明会  入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 郵送による場合の入札書の受領期限  第１号アの場所に書留郵便で 

令和５年３月１４日午後５時までに必着のこと。 

なお、郵送以外による入札書の事前提出は認めない。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟３階３０４会議室 

  イ 日時 令和５年３月１５日午前１０時 

４ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨

  ア 言語 日本語

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 入札の中止 特別の事情がある場合は、入札を中止し、又は延期す

  ることがある。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が

  損失を受けても、北九州市は、補償の責めを負わない。

 （５） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ 
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  た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 

  とする。 

 （６） 契約書作成の要否 要 

（７）  この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる

ものとする。 

 （８） 契約に係る費用は、全て落札者の負担とする。 

 （９） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市デジタル市役所推進室デジタル市役所推進課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－３００７ 
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北九州市議会規程第１号

北九州市議会事務局規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  令和５年３月３日

北九州市議会議長 鷹 木 研 一 郎   

   北九州市議会事務局規程の一部を改正する規程

北九州市議会事務局規程（昭和４４年北九州市議会規程第１号）の一部を次

のように改正する。

 第８条第５号を次のように改める。

（５） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の職の

設定（重要なものに限る。）に関すること。

第８条第７号を同条第８号とし、同条第６号中「臨時的任用職員及び非常勤

職員（再任用短時間勤務職員を除く。）の公務傷病の」を「会計年度任用職員

の北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭

和４２年北九州市条例第５０号）第３条第２項の規定による」に改め、同号を

同条第７号とし、同条第５号の次に次の１号を加える。

（６） 地方公務員法第２２条の３第１項その他の法令の規定により臨時的

に任用された職員の任用配置及び退職に関すること。

 第１０条総務課長専決事項の項第１号中「臨時的任用職員及び非常勤職員（

再任用短時間勤務職員を除く。）の公務傷病補償費」を「会計年度任用職員の

北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第６条

各号に掲げる補償」に改める。

  付 則

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。
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正誤表 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和５年 ５３０４ ４ 

上から２８行目 

７１ １６８ 

４５ １０８ 

１１ ３８ 

１０ １７ 

上から３０行目 

１９７ ２９４ 

８９ １５２ 

６４ ９１ 

３２ ３９ 
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